
　【ニュース概略】７月 11 日午前４時ごろ、広東省恵
州市の大亜湾石油化学工業区内にある中国海洋石油
（CNOOC）の石油精製工場で、火災が発生した。約 80 台
の消防車が出動し、火は間もなく鎮火。負傷者は出な
かった。同工場の製油塔底部のポンプから漏れたオイ
ルに引火したことが出火の原因とみられている。人身
に直接影響を及ぼす恐れのある有毒物質の発生は確認
されていない。（「ＮＮＡ」11 年７月 12 日）

　最近、CNOOC 絡みの報道をよく目にします。先月、
CNOOC の渤海海底油田でオイル漏れ事故が発生したた
め、周辺海域の水質が一類から一気に四類まで悪化し
たことが報道されたばかりです。今回は、先月の事故
の余韻がまだ冷めやらぬうちに発生したため、同社の
安全管理体制の脆さが露見することとなりました。
CNOOC は国を後ろ盾とする企業であることから、今後
の処理や責任の追及方法は一般の民間企業と異なる部
分もあるかと思われますが、今回は、一般の民間企業
（内外資を含む）にて、安全生産事故が発生した場合の
法的責任及び実務上の問題点について、簡単に紹介し
たいと思います。
　

　
　2010 年に全国で発生した安全生産事故は約 36 万件、
前年比 4.4％減と報道されています。また、安全生産
事故による死亡者数は約８万名であり、08 年から毎年
約１万人のペースで減少しているとのことです。経済
の発展とともに、中国では重大な事故ないし特別に重
大な事故の発生が深刻な問題となっています。特に、
炭鉱や高所での作業、化学製品の製造、石油施設など
の現場において、死亡事故が発生することは少なくあ
りません。よって、安全生産事故の抑制と撲滅は中央
および地方政府にとって大きな課題となっており、事
故の責任者に対して重罰を科すなど、さまざまな措置
が講じられています。
　

　
　中国では、企業における生産上の事故を「安全生産
事故」と呼び、事故のレベルを４つに分けています。　

　

　
　『「安全生産事故報告及び調査・処理条例」罰金処理
暫定施行規定』によれば、安全生産事故が発生した場
合には、事故のレベルに応じて、企業に対して 10 万元
から 500 万元までの罰金を科すことがあると規定され
ています。そのうち、一般的な事故が発生し、なおか
つ 300 万元の経済的損失をもたらした場合、10 万元か
ら 20 万元までの罰金を科されることがあるとされて
います。さらに、董事長や総経理など企業の責任者個
人に対しても、事故のレベルに応じて、年収の 30％か
ら 80％までの罰金を科されることもあるということ
です。
　

　
　安全生産事故の発生後には、企業の責任者は、地元
の安全生産管理部門に迅速に報告することが義務付け
られています。上述した「一般事故」の定義からも分
かるように、経済的損失が 1,000 万元未満の事故はす
べて「一般事故」に分類されていることから、理論上
では損失額が 500 元または 1,000 元程度の事故であっ
ても、多寡を問わず、企業の責任者は安全生産事故と
して当局に報告しなければならず、しかも個人的にも
罰則を科される恐れがあります。さらに安全生産事故
の発生後、報告する責任があるにもかかわらず、当局
に対する状況の報告を怠り、その状況が重大である場
合には、責任者として刑事責任まで問われる可能性も
あります。しかし、事故の報告基準はいまだ不明確で
あり、報告の必要性については、地元の安全生産管理
部門の担当者にその解釈の余地を与えていることから、
報告すべきかどうかの判断は、企業の責任者自身にと
って、実にリスクが高いと言えるでしょう。
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